
（点検対象期間：令和 5 年 4 月 1 日 から令和 6 年 3 月 31 日）

施 設 名

指 定 管 理 者

指 定 期 間

所 管 す る 所 属

（利用者ニーズの把握・反映、自主事業の実施状況について総合的に記述。）

指定管理者に対する点検総括表

　南三陸町平成の森

　太平ビルサービス株式会社

　平成３１年４月１日から令和６年３月３１日まで

　教育委員会事務局

所管する所属の所見

公平性、安定性、安全性に対する所見

（管理運営、公平確保、職員の配置、施設維持管理、修繕、備品管理、安全管理、個人情報の管理、情報提
供、会計管理状況について総合的に記述。）

・最終年（５年目）を迎え、コロナ５類移行による利用者の回復が待望された中において、仕様書及び年度
　事業計画書に基づき、芝生の維持管理を除き、適正に安定した管理運営が行われている。
・施設及び設備の維持管理に必須の法定点検をはじめ、その結果による修繕等を計画的に実施し、基本的な
　感染症対策（利用者情報の管理を含む。）を継続した上で、公の施設として公平かつ安全安心な施設利用
　に努めている。

効果性、貢献性に対する所見

・公の施設の設置から３４年が経過しようとする中において、経年劣化による施設・設備の改修を計画的に
　実施し、長寿命化を図っていく必要がある。
　（令和５年度中に、社会教育関連施設長寿命化計画を策定済み。）
・多目的運動場及び野球場の芝枯れに関し、現在もなお回復途上であることから、必要な改善を行いながら
　町内一の屋外運動施設としての利活用を図っていく必要がある。

審査委員会の意見

多目的運動場並びに野球場の芝の適正な管理について十分に配慮し、正常な状態への復旧及び維持を行うよう取り
組むべきものであること。

・事務所前及び各宿泊室に利用者の声を設置し、積極的に利用者とのコミュニケーションを図りながらニー
　ズを把握し、レストランにおけるテイクアウトの強化やのぞみ福祉作業所等に定期配膳を行うなど、工夫
　を凝らした自主事業を展開し、コロナ禍により落ち込んだ利用者数の回復に貢献している。

効率性に対する所見

（経費の削減について総合的に記述し、収支状況を添付。）

・自社の特徴を生かし点検業務等の固定的経費の削減に取り組んでいる。

課題や今後の方向性についての意見等

（当該施設での指定管理者制度の課題や改善すべき方向性等について記述。）



施 設 名 　南三陸町平成の森 評価対象年度 令和 5

指定管理者 　太平ビルサービス株式会社

指 定 期 間
　平成３１年４月１日から令和６年３月３１日
まで

係

施設の目的

業務の内容

総合評価

評価事項

改善事項

　スポーツの普及振興、都市と地方の交流の拡大及び保健休養の促進を図り、もって町民の
心身の健全な発達と福祉の増進に資する。

指定管理者制度導入施設における業務点検評価表

年度業務

所管する所属
生涯学習

教育委員会事務局

　１　施設の利用許可及び利用許可の取消し並びに利用の停止に関する業務
　２　施設の利用に係る料金に関する業務
　３　施設の運営に関する業務
　４　施設及び設備の維持管理に関する業務
　５　その他教育委員会が必要と認める業務（自主事業の実施）

総合的な評価 評価項目数

Ａ優良 ： 0
　コロナ５類移行による利用者の回復が待望された中において、昨夏の猛暑により、最も売
りとする多目的運動場及び野球場の芝生が全面真っ白になるほど枯れるトラブルが発生し、
利用できない状態にまで陥った。
　今もなお回復途上であることから、天候に左右されるものの、早期の回復を期待したい。

Ｃ改善 ： 2
　経年劣化による施設・設備の改修を計画的に実施し、長寿命化を図っていく必要がある。

Ｂ適正 ： 11
　コロナ５類以降により、利用実績のある団体等が活動を再開するなどし、宿泊者数が対前
年比237％とプラスに転じた。
　また、自主事業（テイクアウトの強化）に取り組むなど、利用者ニーズに応じた活動が展
開され、新規顧客の獲得に努めている。

１．施設の管理運営・事業 評　価

　貸館に関し、宿泊利用が増加に転じたものの、芝枯れによる影響もあり、施設利用者数の全体では
前年比108％となった。
　宿泊2,266人（前年比237％）、野球場7,022人（同94％）、多目的運動場3,609人（同90％）、ｷｬﾝﾌﾟ
　場594人（同93％）、体力増進室761人（同103％）、体験交流室・会議室2,072人（同172％）、
　ｱﾘｰﾅ2,658人（同106％）

Ｂ適正

２．利用者の公平確保 評　価

　施設の利用においては、南三陸町平成の森設置及び管理条例（平成21年南三陸町条例第48号）及び
同条例施行規則（平成21年南三陸町教育委員会規則第11号）に基づき、公平に行われ、利用料金も適
正に徴収されている。
　利用料金収入の実績6,958,840円（前年比175％）

Ｂ適正

３．職員の配置、研修等 評　価

・　朝９時から夜９時までの開館に加え宿泊利用時の宿直にも対応し、入れ替わり時の申し送りも徹
　底されているものの、芝生の管理面で状況に応じた人員不足が見受けられる。
・　自社（太平ビルサービス）の研修機会を積極的に活用し、施設メンテナンス、食品衛生管理等の
　知識習得に取り組んでいる。

Ｃ改善



４．施設の維持管理業務及び保守点検 評　価

　１１区分にわたる法定点検、保守点検等を計画的に実施し、芝生を除き適正な維持管理を行ってい
る。
　芝生の管理については、これまでは利用者から「芝生の状態が良い」といった評価を得ていただけ
に、維持管理体制の改善が求められる。

Ｃ改善

５．施設の修繕 評　価

　保守点検等の結果を考慮し必要に応じた修繕、自分たちで対応できる補修を行うなどし、安全で安
心して利用いただける環境づくりに努めている。 Ｂ適正

６．備品管理 評　価

　定期的な点検等により必要に応じた補修を行うなど、適切に管理がなされている。 Ｂ適正

７．安全（危機）管理 評　価

　消防法に定める消防計画に基づく自衛消防訓練の実施をはじめ、機械設備・器具の日常点検、基本
的な感染防止対策等を徹底し、適正な安全管理が行われている。 Ｂ適正

８．個人情報の管理 評　価

　個人情報に関する法令を遵守し、適切に管理され、職員にも周知されている。 Ｂ適正

９．利用者ニーズの把握・反映 評　価

　利用者とのコミュニケーションをはじめ、利用者の声の設置、ホームページへの問合せフォームの
設定等によりニーズを把握し、その向上に努めている。 Ｂ適正

10．自主事業の実施 評　価

　コロナ禍を踏まえながら、テイクアウトの強化、福祉施設等への定期配膳等を実施し、保健休養の
機会の提供に努めた。 Ｂ適正

11．経費の節減 評　価

13．会計管理 評　価

　令和３年度の財政援助団体等監査において強く改善が求められ、令和４年度は科目ごとに領収書、
支出伝票等の会計書類を整理する等してきた経緯があり、令和５年度は科目ごとに領収書、支出伝票
等の会計書類が整理され、適正に管理されている。

Ｂ適正

　自社の特性を生かしながら維持管理業務の経費削減のほか、食材や燃料費等の高騰によりメニュー
の見直しを図るなど、全体をとおしてサービスの低下にならないよう効率的な運営に努めている。 Ｂ適正

12．利用者への情報提供 評　価

　チラシ、ポスターの掲示等に加え、町広報誌及び自社ホームページを活用し、積極的な情報提供を
行っている。
　また、利用実績のある団体等にダイレクトメールを送付するなど、積極的な情報提供を行い、合宿
利用の再開につながっている。

Ｂ適正



期日 期日

実施状況 ※　別紙資料添付による対応可

通年
定休日
日・月

3,613人

通年
毎週

金・土・日
1,259人

4,872人

収支状況 ※　別紙資料添付による対応可

（収入） 単位：円

予算額 決算額 比較増減

0 0 0

（支出） 単位：円

予算額 決算額 比較増減

0 0 0

（前年比88％）

　※　売店、クロネコヤマト取扱い及び切手・印紙の販売を実施

レストラン営業 レストランへの来店利用

こころの湯 こころの湯
お風呂の開放（工事のた
め２か月休業）

利用者の要望とその対応状況

要望内容 対応状況

自主事業の実施状況

項目 内訳

事業計画 実施状況

レストラン営業

計

項目 内訳

計


